
支店の営業再開に関する公告 

 

 
株式会社 東北銀行は、平成23年3月14日から臨時休業していた大船渡支店について、臨

時出張所にて営業の一部を再開しておりましたが、平成23年4月28日より新店舗に移転し営

業を再開いたしましたので、定款第5条及び銀行法第16条第1項の規定に基づき、公告いた

します。  

 

 

記  

 

 

１. 営業を再開した支店  

 

営業所の名称 大船渡支店 

営業所の所在 大船渡市盛町字町 10-11 南三陸ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ「ｻﾝﾘｱ」2 階 

業務再開日 平成 23 年 4 月 28 日 

 

（参考）旧所在 大船渡市大船渡町字茶屋前38番地の2 

 

 

以上  

 

 

 
平成23年4月28日          

 岩手県盛岡市内丸３－１      

株式会社東北銀行         

取締役頭取 浅沼 新       

 

 

 

 

 

 

 

 


